
 

総務常任委員会 審査順序 

 

● 付託議案について 
 

議案第 115 号 令和６年度八戸市一般会計補正予算 

 

○歳出 

 
  ○歳入 第１条中の歳入予算の補正及び第３条地方債の補正 

 
議案第 122 号 令和６年度八戸市学校給食特別会計補正予算 

議案第 128 号 八戸市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について 

議案第 129 号 八戸市職員の寒冷地手当支給条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第 130 号 八戸市いじめ防止対策推進条例の制定について 

議案第 135 号 処分事件の報告及びその承認を求めることについて 

（令和６年度八戸市一般会計補正予算の処分） 

議案第 140 号 指定管理者の指定について 

 （市民活動サポートセンター） 

議案第 141 号 指定管理者の指定について 

 （青葉湖展望交流施設） 

議案第 142 号 指定管理者の指定について 

 （南郷図書館及び図書情報センター） 

議案第 146 号 青森県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び青森県市町村総合事

務組合規約の変更について 

 

［総務協議会］ 

 〇 所管事項の報告について 

・ 自動車事故に係る損害賠償額の専決処分について 

款 項 摘       要 

 第１条の歳出中   

１款 議会費 全部  

２款 総務費 １項 総務管理費 ３目24節社会福祉基金積立金、５目、６目、９目を 

  除く 

 ２項 徴税費  

 ４項 選挙費  

   ～   

 ６項 監査委員費  

５款 労働費 １項 労働諸費 １目 

７款 商工費 １項 商工費 ４目18節ジャズフェスティバル実行委員会負担金 

９款 消防費 全部  

10款 教育費 １項 教育総務費  

   ～   

 ３項 中学校費  

 ５項 社会教育費 １目13節、３目17節、８目、14目、17目を除く 

 ６項 保健体育費 １目、２目、３目を除く 

12款 公債費 全部  

第２条 債務負担行為の補正  令和７年度広報はちのへ印刷経費、南郷コミュニテ 

  ィ交通運行事業、市民活動サポートセンター指定管 

 理   理料、青葉湖展望交流施設指定管理料、課税入力業 

  務委託料、南郷図書館等指定管理料 
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総務常任委員会資料  
令 和６年 12月 12日  
教 育 指 導 課  

 

 

議案第130号 八戸市いじめ防止対策推進条例の制定について 

 

 

１ 条例制定の目的 

 いじめの防止等（いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処）についての基本理念

を定め、市、教育委員会、市立学校及び市立学校の教職員並びに保護者の責務等を明らかにする

とともに、市の施策に関する基本的な事項を定めることにより、いじめの防止等のための対策を

総合的かつ効果的に推進することを目的とする。 

 

２ 条例制定の背景 

いじめは、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長

及び人格の形成に重大な影響を与えるだけでなく、その生命又は身体に重大な危険を生じさせる

おそれがあるものであり、児童等だけの問題ではなく、様々な場面で起こり得る社会全体で取り

組むべき重要課題といえる。 

  大人も児童等も「いじめは絶対に許されない行為であること」を十分に理解した上で、常に当

事者意識を持ち、それぞれの責務を自覚し、互いに協力し合いながら、将来にわたっていじめの

防止等（いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処）の取組を確実に推進し、児童等

が安心して生活し、学ぶことができる社会の実現を目指さなければならない。 

  そうした決意の下、本市のいじめの防止等に係る基本理念を明らかにし、そのための施策を推

進するため、本条例を定める。 

 

３ 条例制定の効果 

 本条例の制定により、いじめの防止等に関する施策・措置を行うにあたっての基本的で重要と

なる考え方・方向性を社会全体で共有し、各主体の責務・役割を明確にすることで、いじめの防

止等に関する施策を確実に推進させるものである。 

 

４ 条例概略 

  別紙のとおり 

 

５ 施行期日 

  令和７年１月１日 
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八戸市いじめ防止対策推進条例 概略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

【市民等の役割】第９条 

健全に過ごすことができる 

環境づくり､情報提供､いじめ

防止等の措置へ協力 

【関係機関との連携】 

第 13 条 

【八戸市いじめ防止基本方針の策定】第 10 条 

【いじめの防止のための措置】第 11 条 

【市立学校及び教職員

の責務】第７条 

各主体との連携､学校 

全体での取り組み､ 

適切･迅速な対処 

【市の責務】第５条 

施策を策定し､総合的･ 

効果的な推進 

【いじめの早期発見のための措置】第 12 条 

【基本理念】 第３条 

１ いじめの防止等の対策は、全ての児童等が互いに理解し合い、生命及び人権を尊重して、い

じめに苦しむことなく、明るく健やかに学校生活を送ることを目指して行わなければならな

い。 

２ いじめの防止等の対策は、全ての児童等がいじめを行わず、また、いじめを認識しながら放

置することがないよう、いじめが、いじめを受けた児童等の心身に深刻な影響を及ぼす許され

ない行為であることについて、児童等が十分に理解できるようにしなければならない。 

３ いじめの防止等の対策は、いじめを受けた児童等の生命及び心身を保護及び救済し、並びに

安全や安心を保障することが特に重要であることを認識しつつ、市、教育委員会、学校、教職

員、保護者、市民等及びその他関係機関の連携の下、いじめの問題を克服することを目指して

行わなければならない。 

【目的】 第１条 

本市におけるいじめの防止等のための対策について、基本理念を定め、市、教育委員会、市立学

校及び市立学校の教職員並びに保護者の責務等を明らかにするとともに、市の対策に関する基本的

な事項を定めることにより、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目

的とする。 

 

 

 

 

 

 

【教育委員会の責務】第６条 

学校･保護者･関係機関等と

連携し必要な措置を講ずる 

【保護者の責務】第８条 

規範意識を養うための 

指導､いじめからの保護､

市･教育委員会･学校の 

措置へ協力 

【重大事態に係る

報告】第 14 条 

市立学校から教育

委員会を通じて 

市長に報告 

【教育委員会による 

対処】第 15 条 

市立学校からの報告を

受け、調査主体を決定。

調査結果を市長に報告 

【市長による対処】 

第 16 条 

調査結果報告内容が 

不十分と認めるときは、

再調査を実施。調査 

結果を議会に報告 

【いじめ問題再調査委員会】

第 18 条 

市長の諮問に応じ調査結果

の再調査を行う 

【いじめ問題専門委員会】 

第 17 条 

教育委員会の諮問に応じ 

重大事態の調査・審議を行う 



  
 

青森県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少 
及び青森県市町村総合事務組合規約の変更について 

 
 

１ 理 由 

   当市が加入している青森県市町村税滞納整理機構が属する青森県市町村総合事務組合にお

いて、構成団体である西北五環境整備事務組合が令和７年３月 31 日をもって解散することに

伴い、組織する地方公共団体の数の減少及び青森県市町村総合事務組合規約の変更について、

地方自治法第 286 条第１項及び第 290 条の規定に基づき協議するもの。 

   なお、規約の変更に係る協議は、地方自治法第290条により議会の議決を経ることを要する。 

 

２ 青森県市町村総合事務組合の概要 

経 緯 地方自治法第 284 条第１項に基づく一部事務組合として平成 19 年４月１日に

発足。平成 24 年４月には市町村税等の滞納整理を市町村と協働して行う専門

機関として市町村税滞納整理機構を設置。 

組織団体数 10 市、30 町村、21 一部事務組合、３広域連合 

※八戸市は令和５年６月１日に市町村税滞納整理機構へ加入 

共同処理する 

事務 

・非常勤消防団員に対する損害補償に関する事務 

・消防作業に従事した者、又は救急業務に協力した者に対

する損害補償に関する事務 

・応急措置の業務に従事した者に対する損害補償に関する

事務 

・水防に従事した者に対する損害補償に関する事務 

・非常勤消防団員に対する退職報償金の支給に関する事務 

・消防職員及び消防団員に対する賞じゅつ金の支給に関す

る事務 

・非常勤消防団員に対する福祉事業に関する事務 

７市､30 町村 

及び 

７一部事務組合 

・議会の議員その他非常勤の職員の公務上の災害又は通勤

による災害に対する補償に関する事務 

７市､30 町村､ 

21 一部事務組合

及び 

３広域連合 

・公立学校の学校医等の公務上の災害に対する補償に関す

る事務 

７市、30町村 

・市町村税等の滞納整理に関する事務 10 市、30 町村 

・青森県自治会館の設置、管理及び運営に関する事務 30 町村 

 

３ 規約施行日  令和７年４月１日 

総 務 常 任 委 員 会 
令和６年 12 月 12 日 
財 政 部 収 納 課 

議案第 146 号 



 

 

 

 

自動車事故に係る損害賠償額の専決処分について 

 

１ 発生日時   令和６年９月６日（金）午後４時 15 分頃 

 

２ 発生場所   みちのく有料道路（青森県上北郡七戸町字五庵ノ下地内） 

 

３ 損害物    相手方：運転席側後方擦り傷（ドア周辺、バンパーなど） 

         八戸市：助手席側前方擦り傷（ドア周辺、バンパーなど） 

 

４ 発生状況   みちのく有料道路を走行中、本車線左側に整備された駐車帯の前

に差しかかったとき、後続の相手方車両が駐車帯に進入、そこか

ら加速して公用車に追い越しをかけ、本車線に戻る際、公用車左

側のフロントドアからフロントフェンダー、バンパーにかけ衝突

したもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 損害賠償額    88,521 円 （公益社団法人全国市有物件災害共済会より給付） 

 

６ 専決処分月日   令和 6年 12 月 5 日（木）  処分第 30 号 

 

総 務 協 議 会 資 料 

令和６年 12 月 12 日 

教育委員会 総合教育センター 
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